
■問合せ　健康増進課☎０２９－８８５－１８８９

食中毒を予防しよう！

食中毒予防の三原則

様々な分野で活躍する「村民の皆さんによる村づくり活動」を応援する「公募制度」による補助金について、
来年度（令和９年度）の交付を希望する団体を募集します。
継続事業や補助金交付をすでに受けている団体でも、年度ごとに新たに申請が必要です。指定期間内に申請
がない場合は補助金は交付されませんので、手続き漏れにご注意ください。

令和９年度の補助金交付事業を募集します
村民の皆さんによる村づくり活動を応援！

■問合せ　企画財政課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０８■問合せ　企画財政課☎０２９－８８５－０３４０（内）２０８

広く公益を増進する村民自身が提案・実施する事業で、村の施策に合致し、行政に代わってその目的を果た
すことが確実に見込まれる事業。

対象となる事業

他の村補助金を受けていない団体で、次の全ての要件を満たす団体。
・政治活動や宗教活動を目的としない非営利団体
・村内在住者が５人以上在籍している団体
・活動拠点の事務所の所在地が村内にある団体

対象となる団体

１団体につき１年間（内容により最長３年間まで継続可能）。

交付期間

活動事業費の２分の１（上限３０万円、３年目は上限１０万円）。
《補助対象から除外される経費》
◎社会通念上、自己負担または会費で賄うべきもの、公金支出にそぐわない経費
（上位団体負担金、交際費、視察研修経費（交通費を除く）、慶弔費、飲食費、懇親会費等）
◎団体職員の人件費

補助額

補助金検討委員会で審査した内容を勘案し、採択・不採択を決定します。採択された補助事業は、事業の内
容、申請団体名、補助金の額等を広報みほ等で公表します。

補助金交付の決定

「美浦村補助金等公募申請書」を企画財政課に提出してください。
※申請書は企画財政課で配布、または村ホームページからのダウンロードも可能です。
※事業の内容等によっては他の書類の提出が必要となる場合があります。
◇申請期間 ８月３日（月）～３１日（月）午前８時３０分～午後５時（土・日・祝日を除く）

申請方法

美浦村ＨＰ
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